
 

事 務 連 絡 

令和４年６月３日 

各都道府県消防防災主管部長 殿 

各都道府県教育委員会教育長 殿 

 

内閣官房国土強靱化推進室  参 事 官 

内閣府政策統括官（防災担当）付  参事官（避難生活担当） 

消防庁国民保護・防災部  防 災 課 長 

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部 

  施 設 助 成 課 長 

  参事官（施設防災担当） 

 

防災・減災、国土強靱化に関する取組の促進について 

［学校体育館の空調設備の導入促進］ 

 

 

 近年、気候変動の影響により気象災害が激甚化・頻発化し、また、南海トラフ地震、日本海溝・千島海

溝周辺海溝型地震、首都直下地震等の大規模地震の発生も切迫していること等に鑑み、令和４年度予算

において約４.６兆円の関係予算を計上する等、防災・減災、国土強靱化に関する取組を強化しています。 

 学校体育館は、子供たちの教育・生活の場であることはもちろんのこと、災害時においては避難所とし

ての活用が期待されることから、令和２年10月には「学校施設における防災機能強化への協力について」

（令和２年 10 月２日付け事務連絡【別添１】）において、適切な対処及び周知をお願いしていたところで

す。 

 学校体育館の空調設備の導入は、国土強靱化の観点からも重要な取組であるものの、導入に向けた検

討が十分に進んでいない地方公共団体が多いことから、あらためて、学校体育館の空調設備の導入に活

用可能な下記に示す国の支援制度について、ご案内いたします。適宜、参照していただきながら、引き続

き、防災部局と教育委員会等関係部局が連携し、学校体育館への空調設備の導入を推進していただくと

ともに、管内市区町村に対して周知いただくようお願いいたします。 

 

記 

 

 公立学校施設の整備に関して 

 ・断熱性能の向上と併せて空調設備を導入する場合 

 ・新増改築・長寿命化改修等大規模工事と併せて空調設備を導入する場合 

                   →「学校施設環境改善交付金」の活用が可能 

学校体育館の空調設備の導入に活用可能な国の支援制度について、ご案内いたします。 



 指定避難所における空調の整備に関して 

                   →「緊急防災・減災事業債」の活用が可能 

（詳細については【別添２】参照） 

 

［ご参考］学校体育館への空調設備の導入だけではなく、指定避難所の防災機能設備等の強化について、

国の財政支援制度をまとめたものを参考添付いたします。（【別添３】参照） 

 

問い合わせ先 

 この文書に関すること； 

内閣官房国土強靱化推進室調整係 TEL:03-5253-1775 

 学校施設環境改善交付金に関すること； 

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課整備計画係 

TEL:03-6734-2466 

 緊急防災・減災事業債に関すること； 

消防庁国民保護・防災部防災課 TEL:03-5242-7525 

避難所整備に係る防災対策に関する国庫補助事業一覧【別添３】に関すること； 

 内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）TEL:03-3501-5191 

 

以 上 



事 務 連 絡 
令和２年 10月２日 

 各都道府県消防防災主管部長 殿 
 各都道府県教育長      殿 

 内閣府政策統括官（防災担当）付 
  参事官（避難生活担当） 

消防庁国民保護・防災部防災課 長 
文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部 

施設助成課長 
参 事 官 

学校施設における防災機能強化への協力について 

学校施設は、安心して子どもたちや教職員が教育活動や生活をし、また、災害時の安全を確保し、
良好な避難所としての役割を果たすものであり、その防災機能の強化は、より一層の推進が必要です。 
今般、文部科学省において「公立学校施設の空調（冷房）設備の設置状況について」を公表し、特

に避難所としての活用が想定される体育館の設置率は 9.0％と依然として低水準であることが明らか
になりました。 
学校施設における防災機能強化については、これまでも「熊本地震の被害を踏まえた学校施設の整

備について」（平成 28年 10月 11日付け 28文科施設第 295号文部科学省大臣官房文教施設企画部長
発通知）【別添１】、「学校施設における防災機能強化への協力について」（平成 28 年 10 月 14 日付け
内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（被災者行政担当）、消防庁国民保護・防災部防災課長連名事
務連絡）【別添２】等により対応をお願いしてきたところですが、新型コロナウイルス感染症への対応
下において、一層必要性が高まっていることから、引き続き防災部局と教育委員会等関係部局が連携
し、適切に対処いただくとともに、管内市区町村に対して周知いただくようお願いします。 
また、公立学校施設の整備や、指定避難所における空調設備の整備に要する経費について、下記の

財源も活用可能であるので、念のため申し添えます。 

記 
公立学校施設の整備に関して 
・ 学校施設環境改善交付金（文部科学省所管）

指定避難所における空調の整備に関して 
・ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金（内閣府所管）
・ 緊急防災・減災事業債（消防庁所管）

問い合わせ先 
 【この文書に関すること、緊急防災・減災事業債に関すること】 
  消防庁国民保護・防災部防災課 神田、津田 TEL:03-5253-7525 
 【学校施設環境改善交付金に関すること】 

 文部科学省文教施設企画・防災部施設助成課 整備計画係 
TEL:03-6734-2466 

【別添1】
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「熊本地震の被害を踏まえた学校施設の整備について」
緊急提言について（通知）

本年4月に発生した熊本地震においては、 地康により学校施設にも被害が発生するとと
もに、 学校施設が地域住民の避難所として使用される中で、 施設機能上多くの課題が生じ
たところです。

このため文部科学省では、 「熊本地震の被害を踏まえた学校施設の整備に関する検討会」
（座長：長澤悟東洋大学名誉教授）を開催し、 学校施設の耐震対策や防災機能の確保な

ど、 今回の地震被害を踏まえた今後の学校施設の整備方策について検討いただき、 今般、
別添のとおり緊急提言が取りまとめられました。

本緊急提言では、 第 1 章においては、 児童生徒等の安全確保について、 耐緩化や非構造
部材の耐震対策の推進、第2章においては、学校施設における避難所機能の確保について、

児童生徒や地域住民等の避難所として必要な諸機能の確保方策がそれぞれ示され、 第3章
においては第1章及び第2章で示された方針に沿って、 国や地方公共団体等が今後講ずる
べき推進方策として、 耐震対策の推進や関係部局間での連携体制の強化等が示されていま
す。

各学校設置者においては、 本緊急提言を参考にしつつ、 引き続き構造体の耐震化及び吊
り天井の落下防止対策を推進するとともに、 非構造部材等の耐震点検及び耐震対策の推進
を図るようお願いします。 また、 防災機能強化のための連携促進等については、防災施策
を総括する防災担当部局が中心となって、 教育委員会等の関係者間の協力体制構築の必要
性等が示されたことから、 各学校設置者においても適切に対応いただきますようお願いし
ます。

また、 このことについて、 各都道府県知事においては、 所轄の私立学校に対して、 各都
道府県教育委員会教育長においては、 域内の市区町村教育委員会に対して、 それぞれ周知
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事 務 連 絡 

平成２８年１０月１４日 

各都道府県防災主管部長 御中 

内閣府政策統括官（防災担当）付 

参事官（被災者行政担当） 

消防庁国民保護・防災部防災課長 

学校施設における防災機能強化への協力について 

平素より防災行政の推進にご尽力をいただきありがとうございます。 

今般、文部科学省において、「熊本地震の被害を踏まえた学校施設の整備に関する検討会」

（座長：長澤悟 東洋大学名誉教授）を開催し、学校施設の耐震対策や防災機能の確保など、

今回の地震被害を踏まえた今後の学校施設の整備方策について検討がなされ、緊急提言が

取りまとめられました。これを受け、文部科学省から、各都道府県教育委員会教育長等の

学校設置者に対し、別添のとおり、本緊急提言を参考に、関係者間の協力体制の構築に向

け適切に対応していただくよう通知を発出したところです。 

つきましては、教育委員会等関係部局と適宜連携し、本緊急提言の趣旨を踏まえて適切

に対処していただくとともに、管内市区町村に対して周知いただくようお願いします。特

に、市区町村における部局横断の体制の構築は、本年４月に内閣府（防災担当）において

公表した「避難所運営ガイドライン」においても重視しているところであり、特段の留意

をお願いします。 

 また、平成 28 年８月２日付け消防庁事務連絡『「未来への投資を実現する経済対策」に

おける緊急防災・減災事業債の対象事業の拡充について』でお知らせしておりましたが、

緊急防災・減災事業債の対象として、指定避難所（公立学校体育館等）における空調設備

を追加することを予定しておりますので、各地方公共団体におかれましては、年度内の早

期の事業化に向けた検討を開始するよう重ねてお願いします。 

【連絡先】 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官 

（被災者行政担当）付  小林・増山 

TEL：03-3501-5191  

消防庁国民保護・防災部防災課 田中・森田 

TEL：03-5353-7525 

別添２
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学校体育館の空調設備の導入に活用できる主な支援制度

学校施設環境改善交付金

指定避難所における空調設備の整備断熱性能の向上と併せて空調設備を
導入する場合等

地方財政措置（指定避難所）

特別交付税
（特別交付税措置率 70%）

一般財源 30%

（適債性のない空調設備（スポットクーラー等可搬式含む）を
導入する場合）

緊急防災・
減災事業債

（交付税算入率70%）

地方債（充当率 100%）

一般財源 30%

（適債性のある空調設備を導入する場合）

要件
・東日本大震災等を教訓として、全国的に緊急に実施
する必要性が高く、即効性のある防災、減災のため
の地方単独事業等

学校体育館の空調設備の導入に当たり、活用できる主な支援制度については以下のとおり

要件 ・東日本大震災を教訓として実施する地方単独事業の
非適債経費に限る。

［防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策事業の場合］
地方負担 51.7%

国庫補助1/3

（交付税算入率30%）
地方債（充当率 75%）

地方負担 33.35%

（交付税算入率50%）

国庫補助1/3 地方債（充当率 100%）

学校施設環境
改善交付金

・リース方式は補助対象外
・断熱性能の確保のための工事に要する費用も
補助対象となる。

要件等

学校施設環境
改善交付金

（断熱性を確保するための工事と併せて空調設備を導入するな
どの場合）

（新増改築・長寿命化改修等大規模工事と併せて空調設備を
導入する場合）
公立学校施設整備費負担金、学校施設環境改善交付金
新増築 補助率1/2地方債充当率90%交付税算入率66.7%（地方負担20.0%）
改築・長寿命化改修 補助率1/3地方債充当率90%交付税算入率66.7% （地方負担26.7 % ）

【別添2】



断熱性能の向上と併せて空調設備を導入した事例
（学校施設環境改善交付金（文部科学省所管）を活用）
事例① 山形県長井市

事例② 東京都日野市

窓ガラスやドアの改修による断熱性確保とあわせ、７校の小中学校の体育館等に空調設備を整備

総事業費：約5.8億円
（空調設備整備と断熱性確保のための工事費及び設計監理委託料の合計額）

うち学校施設環境改善交付金：約1.9億円（補助率1/3）
工事期間：約５か月（令和３年８月～令和４年１月）

【断熱性確保工事の内容】

・サッシ未改修の箇所はペアガラスに入替え、改修済みの箇所には日射調整フィルムを貼付

・気密性に乏しい鋼製吊戸をアルミ製ドアに改修

【その他の工事内容】

冬期の暖房使用も想定し、暖気を滞留させないよう天井部にシーリングファンを設置

カバー工法による屋根の断熱改修工事とあわせ、４校の中学校の体育館に空調設備を整備

総事業費：約2.3億円
うち学校施設環境改善交付金：約0.7億円（補助率1/3）
工事期間：約４か月（令和３年７月～11月）

【カバー工法とは】

既存の屋根の瓦棒の間に断熱材を敷き、目地部分をプレートで押さえ平らな下地を作り、

断熱材の上に防水シートを接着剤等で貼り付け、断熱性及び防水性を確保する工法

【空調機の形式】

ガス式マルチパッケージ型



緊急防災・減災事業債を活用し、避難所として指定されている小・中学校、20校の体育館に
エアコン及び送風機を設置

指定避難所における空調設備の整備事例
緊急防災・減災事業債
ー常設の空調設備を導入した事例（大阪府箕面市）ー

総事業費：約7.9億円 （市債）
小学校12校、中学校・小中一貫校8校

交付税措置：元利償還金について、その70％を基準
財政需要額に算入

工事期間：約4か月（平成29年12月～平成30年3月）

• 災害時にも早期に供給可能なLPガス対応のGHPと
発電機を採用

• 空調効果向上のため、エアコンと送風機を一体
化させた配置としている

（参考）特別交付税措置によるスポットクーラーの導入
適債性のない空調設備（スポットクーラー等可搬式含む）を導入する場合には、
特別交付税措置が活用できます。

（スポットクーラーを導入した自治体の取組例）
小学校163校、中学校82校を対象として、合計519台のスポットクーラーを設置
総事業費：約6.5千万円



○避難所整備に係る防災対策に関する国庫補助事業等一覧 （令和４年５月１日時点） 【別添3】
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新増築 1/2等 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
地方債充当率：90％
交付税措置：約66.7％　等

大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課
TEL：03-6734-2463

改築 1/3等 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
地方債充当率：90％
交付税措置：約66.7％　等

地震補強 1/2等
地方債充当率：90％
交付税措置：約66.7％

長寿命化改良事業
※1

1/3 △ △ △ △ △ △ △ △
△
※2

△ △ △ △ △ △ △ △
地方債充当率：90％
交付税措置：約66.7％　等

大規模改造 1/3等 △ △ △ △ △ △ △ △
△
※2

△ △ ○ △ △ ○ ○ △
地方債充当率：75％
交付税措置：30％      　等

防災機能強化事業 1/3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※3 ○ ○
地方債充当率：90％
交付税措置：約66.7％

太陽光発電等導入事業 1/2 ○ ※4
地方債充当率：90％
交付税措置：30％      　等

木の教育環境整備 1/3等 ○ 地方債充当率：75％   　等

学校給食施設整備事業 1/3等 ※5 ○
地方債充当率：90％
交付税措置：約8.3％  　等

学校体育諸施設整備事業 1/3等 ○ △ △ ※6 △
地方債充当率：75％
交付税措置：50％　　    等

社会体育施設整備事業 1/3等 ○ △ △ ※6 ○ 地方債充当率：75％

－ ○ ○ ○ ※7 ※7 ※7 ※7 ○
地方債充当率：100％
交付税措置：70％

－ ○ ○ ○ ※7 ※7 ※7 ※7 ○
起債充当率：75％
交付税算入率：35％　　等

－ ※8 ※8 ※8 ※8 ※8 ※8 交付税措置：70％
総務省自治財政局財政課
TEL：03-5253-5613

消
防
庁

1/2, 1/3 ○ ○ - 消防庁消防・救急課
TEL：03-5253-7522

1/2 等

1/2 等

水
産
庁

1/2 等
地方債充当率：100％
交付税措置：70％　　    等

漁港漁場整備部
防災漁村課環境整備班
TEL：03-6744-2392

1/2、2/3 ※10 ※10 ○ ※10 - 資源エネルギー庁　石油流通課
TEL:03-3501-1320

1/2、1/3 ※11 ※12 - 資源エネルギー庁　ガス市場整備室
TEL:03-3501-2963

都市防災総合推進事業(※14) 1/2, 1/3 ○ ○ ○ ○ ※15 ○
起債充当率：90％
交付税算入率：20％

都市局都市安全課
TEL：03-5253-8400

都市安全確保拠点整備事業（※16）  1/2
起債充当率：90％
交付税算入率：20％

都市局市街地整備課
TEL：03-5253-8412

都市再生整備計画事業 概ね４割 ○ ○ ○ ○ ○
起債充当率：90％
交付税算入率：20％

都市局市街地整備課
TEL：03-5253-8412

住宅・建築物
安全ストック形成事業

1/3 等
起債充当率：90％
交付税算入率：20％

住宅局市街地建築課
市街地住宅整備室
TEL:03-5253-8517

下水道総合地震対策事業 1/2 等 ○
起債充当率：100％
交付税算入率：70％

下水道部下水道事業課
TEL：03-5253-8430

1/2 等 ○ ○ ○ ○ ○
地方債充当率：90％
交付税措置：20％　　    等

都市局市街地整備課
TEL：03-5253-8412

1/3,1/2等
地方債充当率：90％
交付税措置：28％　　    等

住宅局市街地建築課
市街地住宅整備室
TEL:03-5253-8517

環
境
省

1/2等 ○ ○ ※20
地方債充当率：100％
交付税措置：50％　　    等

大臣官房環境計画課
TEL：03-5521-8233

この表は、避難所整備に関する防災対策として想定される主な事業を例示したものです。各制度には財政支援等のための要件があり、また、変更もありえますので、詳細についてはそれぞれの制度を所管する省庁に照会・相談して下さい。

地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する
公共施設への自立・分散型エネルギー

設備導入推進事業

国
土
交
通
省

補
助
事
業
等
名
称

トイレ

文
部
科
学
省

農
林
水
産
省

地域防災拠点建築物整備緊急促進事業
（※18）(※19)

災害時に備えた社会的重要インフラ
への自衛的な燃料備蓄の推進事業費

補助金

都市構造再編集中支援事業（※17）

社
会
資
本
整
備
総
合

交
付
金
等

(

※
1
3

)

農村地域防災減災事業
（農村防災施設整備事業）

農山漁村地域整備交付金
農地防災事業

（農村災害対策整備事業）

資
源

エ
ネ
ル
ギ
ー

庁

災害時の強靱性向上に資する天然ガス利用設
備導入支援事業費補助金

緊急防災・減災事業
（特別交付税）

総
務
省

原則として漁港漁場整備法に基づき指定された漁港の区域内及びその背後集落において行われる取組の場合に該当するものがある。

消防防災施設整備費補助金

スポーツ庁
参事官（地域振興担当）
TEL：03-6734-2672

公
立
学
校
施
設
整
備
事
業

農村振興局整備部
防災課 防災班
TEL：03-3502-2210

※集落の防災安全のために必要と認められる機能は設置可能

浜の活力再生・成長促進交付金
（漁港機能高度化目標）

起債充当率：90％
交付税算入率：28.6％

避難所となる施設等に必要な機能

大臣官房文教施設企画・防災部
施設助成課
TEL：03-6734-2466

　　指定緊急避難場所及び指定避難所等の公共施設及び公用施設において防災機能を強化するための施設や
　　指定緊急避難場所及び指定避難所において避難者の生活環境の改善や感染症対策に係る施設が対象

緊急防災・減災事業債
（地方単独事業）

防災対策事業債
（地方単独事業）

国担当部局

水（食料・飲料） 照明、電気・ガス 情報通信

自治体負担分に対する
起債充当率及び
交付税措置率

寝床・寒さ対策、
暑さ対策、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

総務省自治財政局地方債課
TEL：03-5253-5628

凡例 ○：それを目的とした整備が可能
△：新増築、改築、長寿命化改良事業、大規模改造（老朽）とあわせて行う際に補助対象となる

※10 自家発電機、空調設備のみの導入は不可、燃料貯蔵設備を導入することが必須の要件。

※11 災害時の電力供給停止時にも対応可能な停電対応型の天然ガスコージェネレーションシステムが対象。

※12 災害時の電力供給停止時にも対応可能な停電対応型のガスエンジン・ヒートポンプ・エアコンが対象。

※13 社会資本整備総合交付金事業等において、上記に印のある施設以外についても、基幹事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業は、効果促進事業

として交付対象とできる場合がある。

※14 本事業は指定緊急避難場所が対象であるため、当該避難所が指定緊急避難場所である場合、補助対象となる。

※15 指定緊急避難場所に必要な最低限の機能として整備するものであること。

※16 都市計画法に規定する一団地の都市安全確保拠点施設の特定公益的施設において、安全確保に必要な機能を設置する場合、補助対象となる。

※17  立地適正化計画の都市機能誘導区域又は居住誘導区域内に整備される場合、補助対象となる。

※18 本事業は避難場所が対象であるため、当該避難所が避難場所を兼ねていて、本事業の要件を満たす場合、補助対象となる。

※19 避難者を外部から受け入れるために付加的に必要となる施設・設備の整備費用が補助対象となる。

※20 太陽光発電等の再生可能エネルギーや未利用エネルギーを利活用する発電設備と合わせて設置する場合、補助対象となる。

※1 計画的・戦略的に施設の長寿命化を図るため、予防的な改修工事が補助対象となる。

※2 校舎と同一棟の場合は補助対象となる。付帯施設は補助対象外となる。

※3 屋外便所の設置に限る。

※4 太陽光発電設備と併せて設置する場合、補助対象となる。ただし、太陽光発電設備既設置校に限り、単体設置が可能。

※5 共同調理場の新増改築と併せて新規に整備する場合に限る。

※6 新増築や改築の場合のみ、柔道場の畳も対象となる。

※7 非常用電源として認知されているものが対象となる。可搬タイプのものは適債性のあるものに限る。

※8 東日本大震災を教訓として実施する地方単独事業の非適債経費に限る。

※9 集落の防災安全のために必要な施設に限る。
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